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(54)【発明の名称】 内視鏡用処置具の折れ止めコイル

(57)【要約】
【課題】  可撓管内に挿通され内視鏡先端部の処置部材
に繋止されるワイヤーを手元操作機構より進退させるこ
とによって、前記処置部材を操作可能な内視鏡用処置具
の前記手元操作機構と前記可撓管の間に嵌入されて前記
可撓管が前記手元操作機構の位置で折れるのを防止する
折れ止めコイルにおいて、前記手元操作機構より前記可
撓管側に突出する側のコイル線材端部の引っ掛かりのな
い内視鏡用処置具の折れ止めコイルを提供することであ
る。
【解決手段】  折れ止めコイルの手元操作機構より可撓
管側に突出する側のコイル線材端部を溶融加工によって
丸める構成として、上記課題を解決した（請求項１）。
また、折れ止めコイルの手元操作機構より可撓管側に突
出する側のコイル線材端部と隣接するコイル線材とを融
着させることにより、上記問題を解決した（請求項
４）。さらに、前記折れ止めコイルの手元操作部材より
可撓管側に突出する側のコイル線材端部が前記可撓管に
融着されない構成として、上記問題を解決した（請求項
７）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓管内に挿通され内視鏡先端部の処置
部材に繋止されるワイヤーを手元操作機構より進退させ
ることによって前記処置部材を操作可能な内視鏡用処置
具において、前記可撓管の間に嵌入されて前記可撓管が
前記手元操作機構の位置で折れるのを防止する折れ止め
コイルであって、
前記折れ止めコイルの、前記手元操作機構より前記可撓
管側に突出する側のコイル線材端部が溶融加工によって
丸められていることを特徴とする、内視鏡用処置具の折
れ止めコイル。
【請求項２】  前記折れ止めコイルの、前記手元操作機
構より前記可撓管側に突出する側のコイル線材端部がレ
ーザー加工によって丸められていることを特徴とする、
請求項１に記載の折れ止めコイル。
【請求項３】  前記折れ止めコイルの、前記手元操作機
構より前記可撓管側に突出する側のコイル線材端部がア
ーク放電加工によって丸められていることを特徴とす
る、請求項１に記載の折れ止めコイル。
【請求項４】  可撓管内に挿通され内視鏡先端部の処置
部材に繋止されるワイヤーを手元操作機構より進退させ
ることによって前記処置部材を操作可能な内視鏡用処置
具において、前記手元操作機構と前記可撓管の間に嵌入
されて前記可撓管が前記手元操作機構の位置で折れるの
を防止する折れ止めコイルであって、
前記折れ止めコイルの、前記手元操作機構より前記可撓
管側に突出する側のコイル線材端部が、前記折れ止めコ
イルの隣接するコイル線材に融着されていることを特徴
とする、内視鏡用処置具の折れ止めコイル。
【請求項５】  前記折れ止めコイルの、前記手元操作機
構より前記可撓管側に突出する側のコイル線材端部がレ
ーザー加工によって前記折れ止めコイルの隣接するコイ
ル線材に融着されていることを特徴とする、請求項４に
記載の折れ止めコイル。
【請求項６】  前記折れ止めコイルの、前記手元操作機
構より前記可撓管側に突出する側のコイル線材端部がア
ーク放電加工によって前記折れ止めコイルの隣接するコ
イル線材に融着されていることを特徴とする、請求項４
に記載の折れ止めコイル。
【請求項７】  前記折れ止めコイルの、前記手元操作機
構より前記可撓管側に突出する側のコイル線材端部が前
記可撓間に融着されないことを特徴とする、請求項１か
ら請求項６のいずれかに記載の折れ止めコイル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は可撓管内に挿通され
内視鏡先端部の処置部材に繋止されるワイヤーを手元操
作機構より進退させることによって、前記処置部材を操
作可能な内視鏡用処置具において、前記手元操作機構と
前記可撓管の間に嵌入されて前記可撓管が前記手元操作
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機構の位置で折れるのを防止する折れ止めコイルに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡用処置具の多くは、前記処置具の
先端に配置された、所定の軸線に対して回動可能な先端
作動部材を、手元側から操作して動作させるようになっ
ている。ここで、内視鏡用処置具である内視鏡鉗子装置
の一例の全体図を図３に示す。先端作動部材１には操作
ワイヤー７の一端が接続されており、先端作動部材１は
操作ワイヤー７の進退に応じて動作する。
【０００３】ここで、操作ワイヤー７をスムースに進退
させるために、操作ワイヤー７は可撓管４に挿通されて
いる。可撓管４の内面は操作ワイヤー７と平滑に摺動可
能である。従って、操作ワイヤー７は弛むことなく可撓
管４内を進退可能であり、また可撓管４により操作ワイ
ヤー７が覆われるので操作ワイヤー７が指先などに引っ
掛かるのを防止することができる。
【０００４】また、操作ワイヤー７の他端は手元操作機
構３のシリンダー状の操作ハンドル８に接続されてい
る。また、円筒状の部材である操作ハンドルガイド６の
円筒部内面には操作ワイヤー他端側の可撓管４が嵌入さ
れている。さらに操作ハンドルガイド６は操作ハンドル
８の空洞部に摺動自在に嵌入されている。従って、操作
ハンドル８を操作ハンドルガイド６に対してスライドさ
せることにより、操作ワイヤー７を進退させることがで
きる。よって、手元操作機構３によって先端作動部材１
を遠隔操作することができる。
【０００５】また図４に示すように、可撓管４と操作ハ
ンドルガイド６との間には折れ止めコイル５が嵌入され
ている。ここで、折れ止めコイル５はその弾性により、
処置具先端部６の端面と接する位置で可撓管４に掛かる
応力集中によって可撓管４が折れ曲がるのを防止し、可
撓管４が折れ曲がって操作ワイヤー７が進退できなくな
るのを防いでいる。
【０００６】しかしながら従来の折れ止めコイル５は、
操作ハンドルガイド６より可撓管側（図４中左）に突出
する側のコイル線材端部１０５ａが図５のように折れ曲
がって処置具操作者の手袋等に引っ掛かり、処置具１０
の操作に支障をきたすおそれがあった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を
解決し、前記手元操作機構より前記可撓管側に突出する
側のコイル線材端部の引っ掛かりのない内視鏡用処置具
の折れ止めコイルを提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、請求項１に記載の内視鏡用処置具の折れ止めコイ
ルは、折れ止めコイルの手元操作機構より可撓管側に突
出する側のコイル線材端部が溶融加工によって丸められ
ている。従って、前記コイル線材端部が丸められている
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ので、前記コイル線材が折れ曲がって処置具操作者の手
袋等に触れても引っ掛かりにくくなっている。
【０００９】なお、例えば前記手元操作機構より前記可
撓管側に突出する側のコイル線材端部がレーザー加工に
よって丸められる構成としてもよい（請求項２）。
【００１０】また、例えば前記手元操作機構より前記可
撓管側に突出する側のコイル線材端部がアーク放電加工
によって丸められる構成としてもよい（請求項３）。
【００１１】また、上記の問題を解決するために、請求
項４に記載の内視鏡用処置具の折れ止めコイルは、折れ
止めコイルの手元操作機構より可撓管側に突出する側の
コイル線材端部が、前記折れ止めコイルの隣接するコイ
ル線材に融着されている。従って、コイル線材端部が折
れ曲がらないのでコイル線材端部が引っ掛かることは無
い。
【００１２】なお、例えば前記手元操作機構より前記可
撓管側に突出する側のコイル線材端部がレーザー加工に
よって前記折れ止めコイルの隣接するコイル線材に融着
されている構成としてもよい（請求項５）。
【００１３】また、例えば前記手元操作機構より前記可
撓管側に突出する側のコイル線材端部がアーク放電加工
によって前記折れ止めコイルの隣接するコイル線材に融
着されている構成としてもよい（請求項６）。
【００１４】さらに、上記の問題を解決するために、請
求項７に記載の内視鏡用処置具の折れ止めコイルは、前
記折れ止めコイルの手元操作部材より可撓管側に突出す
る側のコイル線材端部が前記可撓管に融着されない構成
としている。従って、コイル線材端部と可撓管の融着部
分に応力が集中して可撓管が折れ曲がるおそれが無い。
【００１５】
【発明の実施の形態】図１に本発明の第１の実施の形態
の内視鏡用処置具の折れ止め防止コイル先端部を示す。
本発明の第１の実施の形態においては、折れ止めコイル
５の可撓管４側に突出する側（図中左側）のコイル線材
端部５ａが溶融加工によって丸められている。従って、
コイル線材端部５ａが丸められているので、コイル５の
コイル線材が折れ曲がって処置具操作者の手袋等に触れ
ても引っ掛かりにくい。
【００１６】また、溶融加工されているのはコイル線材
端部５ａのみであり、コイル線材端部５ａと可撓管４が
融着されているわけではない。従って、コイル線材端部
５ａと可撓管４との融着部分に応力が集中して可撓管４
がコイル線材端部５ａの位置で折れ曲がるおそれが無
い。
【００１７】なお、本発明の第１の実施の形態において
は、コイル線材端部５ａをアーク放電加工により丸めて
いる。ただし、これに限られるものではなく、レーザー
加工など、コイル線材端部５ａのみを選択的に加熱溶融
させるものであれば何でも構わない。 *
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*【００１８】また、図２に本発明の第２の実施の形態の
内視鏡用処置具の折れ止め防止コイル先端部を示す。本
発明の第２の実施の形態においては、折れ止めコイル５
の可撓管４側に突出する側（図中左側）のコイル線材端
部５ｂが隣接するコイル線材５ｃに融着されている。従
って、コイル線材端部５ｂはコイル線材５ｃによって位
置規制されるので、コイル線材端部５ｂが折れ曲がるこ
とは無い。よって、コイル線材端部５ｂが処置具操作者
の手袋等に引っ掛かることは無い。
【００１９】また、融着されているのはコイル線材端部
５ｂとコイル線材５ｃとの間のみであり、コイル線材端
部５ｂやコイル線材５ｃと可撓管４が融着されているわ
けではない。従って、コイル線材端部５ｂまたはコイル
線材５ｃと可撓管４との融着部分に応力が集中して可撓
管４がコイル線材端部５ｂまたはコイル線材５ｃの位置
で折れ曲がるおそれが無い。
【００２０】なお、本発明の第２の実施の形態において
は、アーク放電加工によりコイル線材端部５ｂをコイル
線材５ｃに融着させている。ただし、これに限られるも
のではなく、レーザー加工など、コイル線材端部５ｂお
よびコイル線材５ｃのみを選択的に加熱溶融させるもの
であれば何でも構わない。
【００２１】
【発明の効果】本発明の内視鏡用処置具の折れ止めコイ
ルによれば、前記折れ止めコイルのコイル線材端部が処
置具操作者の手袋等に引っ掛かるおそれが無い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の折れ止めコイルの
コイル先端部周辺を示したものである。
【図２】本発明の第２の実施の形態の折れ止めコイルの
コイル先端部周辺を示したものである。
【図３】内視鏡用生検鉗子の一例の斜視図である。
【図４】内視鏡用生検鉗子の一例の折れ止めコイル周辺
の断面図である。
【図５】従来の内視鏡用処置具の折れ止めコイルのコイ
ル先端部周辺を示したものである。
【符号の説明】
１        先端作動部材
３        手元操作機構
４        可撓管
５        折れ止めコイル
５ａ      コイル線材先端部
５ｂ      コイル線材先端部
５ｃ      コイル線材
６        操作ハンドルガイド
７        操作ワイヤー
８        操作ハンドル
１０        内視鏡用処置具
１０５ａ    コイル線材先端部
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